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第１部 総説 

 １ 計画のねらい                                  

 

本県では，職業能力開発の基本となる計画として，昭和 46 年度以降，これまで 10 次にわた

り「職業能力開発計画」を策定し，職業能力開発を推進してきました。前回の第 10 次宮城県職

業能力開発計画は，平成 28 年度に策定し，「“創造的復興”のために県民一人一人が活躍でき

る人材育成」を掲げ，職業能力開発の各施策に取り組んできました。 

第10次計画策定以降の我が国の経済状況は緩やかな回復基調にあり，雇用情勢も改善してい

ましたが，令和2年以降，新型コロナウイルス感染症の拡大により戦後最大の経済の落ち込みが

生じており，本県においても有効求人倍率は現在もコロナ禍前の水準まで回復していないな

ど，今後の見通しが不透明な状況となっています。 

一方で，Society5.0の実現に向けた経済社会の構造改革など，社会全体のデジタルトランス

フォーメーション（以下「ＤＸ」という。）が加速化するものとみられ，こうしたデジタル技

術の社会実装の進展やグローバル化による競争激化，生産年齢人口の減少による労働力不足，

職業人生の長期化等，本県の職業能力開発を取り巻く情勢は変化してきています。 

こうした中，職業能力開発をめぐる経済情勢や社会環境の変化に対応し，県内産業の持続的

な成長を支える産業人材を育成するためには，非正規雇用労働者，女性，若者，中高年齢者，

障害者，外国人労働者及び就職氷河期世代等の多様な人材が活躍できるような環境整備を進め

る必要があります。また，労働環境の変化に応じて労働者が生涯を通じて継続的な能力開発を

行い，自律的・主体的なキャリア形成に取り組み，誰もがその能力を十分発揮できるような計

画的な取組も求められていることから，県では，第11次宮城県職業能力開発計画を策定し，職

業能力開発施策の推進を図ります。 

 ２ 計画の位置付け                                   

 

本計画は，国が策定する職業能力開発基本計画に基づき，「都道府県職業能力開発計画」とし

て策定（職業能力開発促進法第 7条第 1項）するものです。 

また，県政運営の基本的指針である「新・宮城の将来ビジョン」のもと， 富県宮城を支える

産業人材の育成に取り組みます。 

 ３ 計画の期間                                   

 

本計画の対象期間は，令和 3 年度から令和 7年度までの 5年間とします。 

  

 

 



 
 

2 

 

第２部 職業能力開発を取り巻く状況 

 １ 人口の推移                                

（１）総人口の推移 

令和2年の県内総人口は2,303,487人で全国順位は14位となっています。総人口は大正9年の第

１回国勢調査から一貫して増加を続けていましたが，平成12年の2,365,320人をピークに，平成

17年に初めて減少に転じ，その後は減少の傾向にあります。また，令和27年の県内総人口は，

約180万9千人に減少すると見込まれています。 

 
出典：〈令和 2 年度まで〉「令和 2 年国勢調査結果速報（宮城県の人口及び世帯数） －令和 2 年 10 月 1 日現在－」（宮城県）をもと 

   に作成〈令和 7 年度から〉「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）をもとに 

   作成 

（２）年齢階層別の人口推移 

県内の生産年齢人口（15歳～64歳）は，平成12年の1,601,826人をピークに，令和27年には約

90万6千人まで減少すると見込まれています。 

 
出典：〈平成27年度まで〉「人口統計資料集」（国立社会保障・人口問題研究所）をもとに作成〈令和2年度から〉「日本の地域別将来推計

人口（平成30（2018）年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）をもとに作成 
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【図表１－１】 《宮城県》総人口及び人口増加率の推移
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【図表１－２】《宮城県》生産年齢人口の推移
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また，県内の年少人口（14歳以下）は，昭和 25年の 620,274人をピークに，令和 27 年には

約 17 万 4千人まで減少すると見込まれています。 

 
出典：〈平成27年度まで〉「人口統計資料集」（国立社会保障・人口問題研究所）をもとに作成〈令和2年度から〉「日本の地域別将来推計 

人口（平成30（2018）年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）をもとに作成 

 

 

一方，老年人口（65歳以上）は，平成 27年で 588,240 人となっており，総人口や生産年齢

人口，年少人口が減少に転じているのに対し，老年人口は増加しています。今後，老年人口は

更に増加し，令和 22年のピークには約 73万 3千人に達すると見込まれています。 

  
出典：〈平成27年度まで〉「人口統計資料集」（国立社会保障・人口問題研究所）をもとに作成〈令和2年度から〉「日本の地域別将来推計

人口（平成30（2018）年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）をもとに作成 

 

 

 

62.0 

17.4 

0

10

20

30

40

50

60

70

年
少
人
口
【
万
人
】

【図１－３】《宮城県》年少人口の推移
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【図１－４】《宮城県》老年人口の推移
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（３）在留外国人と外国人技能検定受検申請者数の推移 

令和 2年度の県内在留外国人は 22,890人で，平成 23年度と比較して 1.65倍増加しています。 

また，令和 2 年度の外国人技能検定受検申請者数は 1,290人で，平成 23年度と比較して 17.2

倍となっています。 

 
出典：〈在留外国人数〉「在留外国人統計」（法務省）をもとに作成 

      〈外国人技能検定受検者数〉産業人材対策課調べ 

    ※外国人技能検定受検者数は外国人技能実習生向け 2 級・3 級・基礎級のみ 

 

 ２ 経済・産業の状況 

（１）製造品出荷額の推移 

令和元年の県内製造品出荷額は，4兆 5,256億円で，平成 22年と比較すると 9,567 億円

(26.8％)増加しています。出荷額が多い，食料品，輸送用機械,電子部品の３つの産業で，製造

品出荷額の約 3 割を占めています。   

                             
出典：「宮城県の工業」（宮城県）をもとに作成 
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【図表１－５】 《宮城県》在留外国人数と外国人技能検定受検申請者数推移
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【図表２－１】《宮城県》製造品出荷額の推移
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（２）事業所数の産業分類別構成割合等の動向 

平成28年の県内事業所数は97,974事業所で全国順位は17位，全国に占める県内事業所数の割

合は1.8％となっています。 

事業所数を産業大分類別に見ると，「卸売業，小売業」が27,102事業所（構成比27.7％）と

最も多く，次いで「宿泊業，飲食サービス業」が11,621事業所（同11.9％），「建設業」が

10,640事業所（同10.9％）などとなっています。 

平成26年と平成28年を比較すると，全体で1,565事業所が減少し，「不動産業，物品賃貸

業」，「鉱業，採石業，砂利採取業」，「サービス業」，「教育，学習支援業」など，約8割の

産業で事業所数が減少しています。 

 

 
出典：「平成 28 年経済センサス-活動調査 確報集計結果〈産業横断的集計〉結果概要（宮城県）」をもとに作成 
 

   

 

 

 

 

 

 

全国

平成
26年

平成
28年

増減数 増減率
平成
26年

平成
28年

平成
28年

全 産 業 99,539 97,974 ▲ 1,565 ▲ 1.6% － － －

農 林 漁 業 641 652 11 1.7% 0.6% 0.7% 0.6%

鉱 業 ， 採 石 業 ， 砂 利 採 取 業 46 43 ▲ 3 ▲ 6.5% 0.05% 0.04% 0.03%

建 設 業 10,819 10,640 ▲ 179 ▲ 1.7% 10.9% 10.9% 8.8%

製 造 業 5,465 5,350 ▲ 115 ▲ 2.1% 5.5% 5.5% 8.2%

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 71 78 7 9.9% 0.1% 0.1% 0.1%

情 報 通 信 業 1,064 1,036 ▲ 28 ▲ 2.6% 1.1% 1.1% 1.1%

運 輸 業 ， 郵 便 業 2,859 2,887 28 1.0% 2.9% 2.9% 2.3%

卸 売 業 ， 小 売 業 27,452 27,102 ▲ 350 ▲ 1.3% 27.6% 27.7% 24.3%

金 融 業 ， 保 険 業 1,656 1,622 ▲ 34 ▲ 2.1% 1.7% 1.7% 1.5%

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業 6,967 6,442 ▲ 525 ▲ 7.5% 7.0% 6.6% 6.3%

学術研究，専門・技術サービス業 4,123 4,098 ▲ 25 ▲ 0.6% 4.1% 4.2% 4.0%

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業 11,651 11,621 ▲ 30 ▲ 0.3% 11.7% 11.9% 12.5%

生活関連サービス業，娯楽業 8,839 8,736 ▲ 103 ▲ 1.2% 8.9% 8.9% 8.4%

教 育 ， 学 習 支 援 業 3,120 3,024 ▲ 96 ▲ 3.1% 3.1% 3.1% 3.0%

医 療 ， 福 祉 7,394 7,573 179 2.4% 7.4% 7.7% 7.7%

複 合 サ ー ビ ス 事 業 622 607 ▲ 15 ▲ 2.4% 0.6% 0.6% 0.6%

サ ー ビ ス 業 6,750 6,463 ▲ 287 ▲ 4.3% 6.8% 6.6% 6.2%

【図表２－２】　《宮城県》産業大分類別の事業所数とその構成割合

産業大分類

事業所数
（事業所）

事業所数の増減の様子 構成比

平成26年→28年 宮城県
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また，県内の事業所数は，平成 8 年の 119,273事業所をピークに,平成 24 年には 92,769事業

所まで減少しました。その後，令和元年には 111,185 事業所まで増加しています。 

一方で，製造業事業所数は平成 16年の 3,626 事業所から減少傾向にあります。 

 

 
出典：〈事業所数平成 18 年まで〉「平成 18 年事業所・企業統計調査宮城県の事業所」(宮城県)〈事業所数平成 21 年から平成 28 年ま 

で〉平成 28 年経済センサス-活動調査 確報集計結果〈産業横断的集計〉結果概要（宮城県）〈事業数令和元年〉「令和元年経済 

センサス-基礎調査確報集計結果＜宮城県の概要＞」〈製造業事業所数〉「宮城県の工業」（宮城県）をもとに作成 

 

 

 

（３）従業者数の産業分類別構成割合等の動向 

平成28年の県内事業所の従業者数は1,006,886人で全国順位は15位，全国に占める県内事業所

の従業者数の割合は1.8％となっています。 

従業者数を産業大分類別に見ると,「卸売業，小売業」が225,169人（構成比22.4％）と最も

多く，次いで「製造業」が120,120人（同11.9％）,「医療，福祉」が119,085人（同11.8％）,

「建設業」が99,631人（同9.9％）となっています。 

平成26年と平成28年を比較すると，全体で3,909人が減少し，「複合サービス事業」，「情報

通信業」，「卸売業，小売業」など，全産業のうち半数以上の産業で従業者数が減少していま

す。 
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【図表２－３】《宮城県》 事業所数の推移
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出典：「平成 28 年経済センサス-活動調査 確報集計結果〈産業横断的集計〉結果概要」（宮城県）をもとに作成 

 

県内事業所の従業者数は，平成8年の1,122,456人をピークにその後は減少傾向にあります。

また，製造業従業者数は平成19年の128,632人から減少傾向にあります。 
 

 
出典：〈事業所数平成 18 年まで〉「平成 18 年事業所・企業統計調査宮城県の事業所」(宮城県)〈事業所数平成 21 年から平成 28 年ま 

で〉「平成 28 年経済センサス-活動調査 確報集計結果〈産業横断的集計〉結果概要」（宮城県）〈製造業事業所数〉「宮城県の

工業」（宮城県）をもとに作成 

 

 

全国

平成
26年

平成
28年

増減数 増減率
平成
26年

平成
28年

平成
28年

全 産 業 1,010,795 1,006,886 ▲ 3,909 ▲ 0.4% － － -

農 林 漁 業 7,230 7,995 765 10.6% 0.7% 0.8% 0.6%

鉱 業 ， 採 石 業 ， 砂 利 採 取 業 431 442 11 2.6% 0.04% 0.04% 0.03%

建 設 業 99,379 99,631 252 0.3% 9.8% 9.9% 6.5%

製 造 業 120,467 120,120 ▲ 347 ▲ 0.3% 11.9% 11.9% 15.6%

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 5,119 5,103 ▲ 16 ▲ 0.3% 0.5% 0.5% 0.3%

情 報 通 信 業 21,113 19,772 ▲ 1,341 ▲ 6.4% 2.1% 2.0% 2.9%

運 輸 業 ， 郵 便 業 61,580 63,734 2,154 3.5% 6.1% 6.3% 5.6%

卸 売 業 ， 小 売 業 229,946 225,169 ▲ 4,777 ▲ 2.1% 22.7% 22.4% 20.8%

金 融 業 ， 保 険 業 25,835 25,572 ▲ 263 ▲ 1.0% 2.6% 2.5% 2.7%

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業 26,270 25,828 ▲ 442 ▲ 1.7% 2.6% 2.6% 2.6%

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業 31,113 30,570 ▲ 543 ▲ 1.7% 3.1% 3.0% 3.2%

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業 89,548 89,667 119 0.1% 8.9% 8.9% 9.4%

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業 42,096 41,584 ▲ 512 ▲ 1.2% 4.2% 4.1% 4.3%

教 育 ， 学 習 支 援 業 33,028 33,323 295 0.9% 3.3% 3.3% 3.2%

医 療 ， 福 祉 117,177 119,085 1,908 1.6% 11.6% 11.8% 13.0%

複 合 サ ー ビ ス 事 業 11,904 10,306 ▲ 1,598 ▲ 13.4% 1.2% 1.0% 0.9%

サ ー ビ ス 業 88,559 88,985 426 0.5% 8.8% 8.8% 8.4%

【図表２－４】　《宮城県》　産業大分類別の従業者数とその構成割合

産業大分類

従業者数
（人）

従業者数の増減の様子 構成比

平成26年→28年 宮城県

1,122,456 

955,780 

1,006,886 
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【図表２－５】 《宮城県》従業者数の推移

従業者数

製造業従業者数（従業者4人以上の事業所）



 
 

8 

 

３ 雇用の状況 

（１）有効求人倍率と完全失業率の推移 

県内有効求人倍率は，平成 20 年度のリーマン・ショック後の平成 21 年度に 0.39倍まで悪化

した後回復に転じ，平成 30 年度の 1.68倍をピークに高水準を維持していましたが，令和 2年 9

月には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により 1.13 倍まで低下し，現在もコロナ禍前の

水準まで達していません。 

また，完全失業率は令和 3年 1～3月現在で 3.4％となっています。 

 
出典：〈有効求人倍率〉「宮城県の雇用情勢」（宮城労働局）〈完全失業率〉「労働力調査（基本調査）」（総務省統計局）をもとに作成 

※1 平成 30 年度まで年度集計 平成 31 年 4 月以降月毎に集計 ※2 完全実業率は四半期毎時系列回帰モデルによる推計 

 

（２）職業別求人・求職の状況 

令和2年の有効求人倍率の平均は1.16倍となっています。とりわけ「保安」や「建設・採掘」

といった職業では，それぞれ8.88倍，5.43倍といった高い求人倍率となっている一方で，「事

務的」職業では，有効求人倍率が0.36倍と求人は求職を大きく下回っているなど，労働力需給

のミスマッチが生じています。 

 
出典：「統計情報（求人・求職バランス）」（宮城労働局）をもとに作成 ※箱内は有効求人倍率 
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【図表３－１】《宮城県》有効求人倍率と完全失業率
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失業率
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【図表３－２】《宮城県》職業別求人・求職の状況（令和２年平均）

有効求職者数

有効求人数
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（３）年齢階層別有業率の状況 

 県内年齢階層別の有業率（15 歳以上人口に占める有業者の割合）は，平成 24 年と平成 29 年

を比較すると，男性は特に「65～69 歳」で大きく上昇しています。女性は全ての年齢階層で上

昇していて，特に「25～29歳」で大きく上昇しています。 

 
出典：「就業構造基本調査―宮城県調査結果の概要―」（宮城県）をもとに作成 

 

 

（４）正規就業者及び非正規就業者割合の推移 

 県内の雇用者に占める雇用形態別割合は，平成 29 年の非正規就業者の割合が 36.5％であり，

昭和 62年の 19.7％から 30年間で約 15 ポイント増加しました。平成 24 年と平成 29 年を比較す

ると非正規就業者の占める割合は減少しているものの，依然として高い割合となっています。 

 
出典：「就業構造基本調査―宮城県調査結果の概要―」（宮城県）をもとに作成 
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【図表３－３】 《宮城県》年齢階層別有業率

男 平成29年
男 平成24年
女 平成29年
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【図表３－４】 《宮城県》正規就業者及び非正規就業者割合の推移

（役員を除く雇用者の割合）
非正規就業者

正規就業者
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また，県内の雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は，男性が 21.2％, 女性は 54.9％

となっています。 

 
出典：平成２９年就業構造基本調査－宮城県調査結果の概要－（宮城県）をもとに作成 

 

（５）新規学卒者県外就職率の推移 

 県内高校等卒業者の県外就職率は約 2 割にとどまる一方で，大学等卒業者の半数以上が県外

に就職しています。 

 
出典:｢統計情報(新規学卒者)｣(宮城労働局)をもとに作成 
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【図３－５】《宮城県》雇用者（役員を除く）に占める非正規の職員・従業員の割合の推移
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【図３－６】《宮城県》新規学卒者県外就職率の推移
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（６）新規学卒者離職率の推移  

全国の新規高卒者の就職後3年以内の離職率は，平成17年以前は約50％でしたが，平成21年に

は35.7%まで減少し，近年は約40％で推移しています。平成29年3月高卒者については,1年目で

17.2％，2年目で12.3％（2年目までの累計で29.5％）,3年目で10.0％（3年目までの累計で

39.5％）となっています。 

 
出典：「新規学卒就職者の離職状況（平成 29 年 3 月卒業者の状況）」（厚生労働省）をもとに作成 

 

全国の新規大卒者の就職後3年以内の離職率は，平成17年以前は約35％でしたが，平成21年に

は28.8%まで減少し，近年は約30％で推移しています。平成29年3月大卒者については，1年目で

11.6％，2年目で11.4％（2年目までの累計で23.0％），3年目で9.9％（3年目までの累計で

32.9％）となっています。 

 
出典：「新規学卒就職者の離職状況（平成 29 年 3 月卒業者の状況）」（厚生労働省）をもとに作成 
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【図表３－７】 《全国》 新規高卒者の離職率
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【図表３－８】 《全国》 新規大卒者の離職率
3年目
2年目
1年目
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また，就職後3年以内の離職率は産業により大きく異なり,「宿泊業，飲食サービス業」，

「生活関連サービス業，娯楽業」,「教育・学習支援業」では，離職率が高くなっています。 

一方，「製造業」は高卒者で29.2％，大卒者では20.4％となっています。 

 
出典：｢新規学卒者の離職状況に関する資料一覧｣(厚生労働省) をもとに作成 

 

 

（７）高校卒業者の製造業就職者数と求人数の推移 

 県内高校卒業者数は減少傾向が継続しており，平成 24 年度と令和元年度を比較すると，

20,254人から 19,203人へと 7年間で 1,051人（5.2％）減少しました。 

 また,平成 23 年度以降,高校卒業者のうち就職者数は約 4,500人で横ばいの状態です。そのう

ち,製造業就職者数は約 1,400 人で推移しており，平成 24 年度以降，製造業求人数と製造業就

職者数の乖離が広がっています。 

 
出典: ｢学校基本調査結果報告書｣(宮城県) をもとに作成 
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【図表３－９】 《全国》新規学卒者の産業分類別卒業３年後離職率
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【図表３－１０】 《宮城県》高校卒業者の製造業就職者数と求人数の推移

高校卒業者数 就職者数
製造業就職者数 製造業求人数
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（８）障害者の雇用状況の推移 

令和2年度の県内民間企業の障害者実雇用率は2.17％と，9年連続で増加しており改善が進ん

でいるものの，法定雇用率を達成していない状況にあります。 

 
出典:｢宮城県における障害者雇用状況の集計結果｣(宮城労働局),｢障害者雇用状況の集計結果｣(厚生労働省)をもとに作成 

  

 
出典:｢宮城県における障害者雇用状況の集計結果｣(宮城労働局),｢障害者雇用状況の集計結果｣(厚生労働省)をもとに作成 
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【図表３－１１】《全国・宮城県》民間企業における障害者の雇用状況の推移

実雇用率（宮城県） 実雇用率（全国）

法定雇用率 達成企業の割合（宮城県）

全国

企業数
達成企業
の割合

実雇用率 実雇用率

平成13年度 975 43.3% 1.50% 1.49%
平成14年度 950 40.6% 1.50% 1.47%
平成15年度 956 41.5% 1.51% 1.48%
平成16年度 1,009 40.5% 1.44% 1.46%
平成17年度 1,032 42.2% 1.51% 1.49%
平成18年度 1,064 43.5% 1.56% 1.52%
平成19年度 1,119 45.6% 1.57% 1.55%
平成20年度 1,143 45.4% 1.58% 1.59%
平成21年度 1,119 45.2% 1.57% 1.63%
平成22年度 1,124 47.3% 1.62% 1.68%
平成23年度 1,096 46.0% 1.60% 1.65%
平成24年度 1,164 46.4% 1.63% 1.69%
平成25年度 1,339 43.0% 1.71% 1.76%
平成26年度 1,364 45.7% 1.74% 1.82%
平成27年度 1,392 46.6% 1.79% 1.88%
平成28年度 1,411 50.0% 1.88% 1.92%
平成29年度 1,396 53.2% 1.94% 1.97%
平成30年度 1,525 49.2% 2.05% 2.05%
令和元年度 1,564 50.4% 2.11% 2.11%
令和2年度 1,529 51.4% 2.17% 2.15%

【図表3－12】《全国・宮城県》民間企業における障害者の雇用状況の推移

法定雇用率調査年度
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４ デジタル化の状況等 

（１）ものづくりの工程・活動におけるデジタル技術の活用状況 

 ものづくりの工程・活動において，ＩＣＴや ＩｏＴ，ＡＩなどのデジタル技術をすでに活用

している企業は約半数となっています。 

 
出典：「ものづくり白書2020」（経済産業省・厚生労働省・文部科学省）をもとに作成 

 

また，中小企業に比べて大企業におけるデジタル技術の活用率が高くなっています。 

 
出典：「ものづくり白書2020」（経済産業省・厚生労働省・文部科学省）をもとに作成 

 

 

 

 

すでに活用している

49%

活用を検討中

24%

活用していない

22%

無回答

5%

【図表４－１】 《全国》（製造業全体）
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【図表４－２】《全国》（企業規模別）

ものづくりの工程・活動におけるデジタル技術の活用状況

企業規模別 デジタル技術を活用している企業 企業規模別 デジタル技術未活用企業
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（２）デジタル技術の活用を担う人材確保 

 デジタル技術を活用している企業では，デジタル技術の活用を担う人材確保の方法は，「自

社の既存の人材をＯＪＴ（職場での仕事を通じた教育訓練）で育成する」，「自社の既存の人

材をＯＦＦ－ＪＴ（外部セミナー・講習会等への参加など職場を離れた教育訓練）で育成す

る」の割合が高くなっています。 

 

【図４－３】《全国》デジタル技術の活用を担う人材確保の方法

 
出典：「ものづくり白書2020」（経済産業省・厚生労働省・文部科学省）※複数回答あり 

 

 

 デジタル化の取組全体を統括できる人材やITツール・システムを企画・導入・開発できる人

材は，半数以上の企業が確保できていない状況となっています。 

(単位：％)  

 
出典：（株）野村総合研究所「中小企業のデジタル化に関する調査」 

 

 

 

 

(単位：％）

デジタル技術
活用企業

デジタル技術
未活用企業

自社の既存の人材をＯＪＴ（職場での仕事を通じた教育訓
練）で育成する

57.0 29.7

自社の既存の人材をＯＦＦ－ＪＴ（外部セミナー・講習会等へ
の参加など職場を離れた教育訓練）で育成する

51.5 39.5

ＩＣＴなどに精通した人材を中途採用する 28.3 23.9
ＩＣＴ専攻などの人材を新卒採用する 14.3 9.3
出向・派遣等により外部人材を受け入れる 8.8 7.9

デジタル技術の活用は外注するので社内で
確保する必要は無い

4.9 8.3

今後、デジタル技術を活用するつもりはない 1.9 18.3
その他 2.2 2.0
無回答 2.1 3.8

46.6

57.0

55.2

45.7

37.7

41.2

7.7

5.4

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

IT ツール・システムを保守・運用できる人材

IT ツール・システムを企画・導入・開発できる人材

デジタル化の取組全体を統括できる人材

【図表４－４】《全国》ＩＴ人材の確保状況

確保できていない 確保できている（1~2人） 確保できている（3人以上）
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 その他の職業能力開発を取り巻く状況 

（１）企業における教育訓練費の推移 

全国の企業が支出している労働者一人当たりの教育訓練費の平均額は，自己啓発支援の支出

では，令和2年度は0.3万円で令和元年度と同額になっています。 

一方，ＯＦＦ－ＪＴの支出では，令和2年度は0.7万円で，令和元年度と比較すると1.2万円減

少しています。 

 
出典:｢能力開発基本調査｣(厚生労働省) をもとに作成 

 

 

 

（２）新型コロナウイルス感染症の拡大によるものづくり人材の育成・能力開発の影響 

ものづくり人材の育成・能力開発への影響をみると，「オンラインを活用した研修が増える」

と回答した企業が31.5％と最も高く，次いで「作業手順書やマニュアルの整備が進む」

（22.8％）,「よりＯＪＴを重視するようになる」（12.7％）などの順となっています。 

 
出典：「ものづくり産業におけるＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）に対応した人材の確保・育成や働き方に関する調査」 

（独立行政法人 労働政策研究・研修機構）をもとに作成 

1.9
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業
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し
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【
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【図表５－１】 《全国》企業の教育訓練費の推移

（労働者一人当たり平均額）

OFF-JT

自己啓発支援

12.7 

22.8

31.5

0 10 20 30 40

人材育成・能力開発への影響は特にない

その他

よりＯＦＦ－ＪＴを重視するようになる

デジタル技術習得のための研修が増える

より個人にあった内容の研修や教育が増える

個人の仕事の範囲や役割が明確になる

より自己啓発を重視するようになる

よりＯＪＴを重視するようになる

作業手順書やマニュアルの整備が進む

オンラインを活用した研修が増える

割合【％】

【図表５－２】《全国》新型コロナウイルス感染症の拡大によるものづくり人材の

育成・能力開発への影響（複数回答）（令和３年）
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（３）高等技術専門校・宮城障害者職業能力開発校の入校率及び就職率の推移  

高等技術専門校５校（白石，仙台，大崎，石巻，気仙沼），障害者職業能力開発校で職業訓

練を実施しています。高等技術専門校における就職率は，90％以上で推移しています。 

 
出典:産業人材対策課調べ ※高等技術専門校は普通課程 宮城障害者職業能力開発校は普通課程（総合実務科含む） 

 

（４）技能検定試験受検申請者数の推移  

県内の技能検定試験受検申請者数は平成22年度の3,527人をピークに減少傾向にあります。 

また，受検申請者数全体に占める高校生の割合は，平成23年度から平成28年度にかけて減少

しましたが，その後増加傾向にあります。 

なお，令和2年度は，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，前期試験が中止となりまし

た。 

 

 
出典:産業人材対策課調べ ※外国人技能実習生向け 2 級・3 級・基礎級は除く 

 

 

 

95.9 94.2 95.3 96.1 95.2

71.7 65.0
69.3

64.3

50.3

84.8

60.5

88.6
77.8

54.2
65.0

75.0

62.0

54.0

52.0

40

60

80

100

入
校
率
及
び
就
職
率
【
％
】

【図表５－３】《宮城県》高等技術専門校・宮城障害者職業能力開発校の入校率及び就職率

就職率 高等技術専門校 入校率 高等技術専門校

就職率 宮城障害者職業能力開発校 入校率 宮城障害者職業能力開発校
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【図表５－４】《宮城県》技能検定試験 受検申請者数の推移

全申請者数

高校生申請者数

高校生の割合
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第３部 職業能力開発の基本的方向性と施策・進捗管理 

第２部で述べてきた本県の職業能力開発を取り巻く状況や以下の課題を踏まえ，宮城労働

局，（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構，県職業能力開発協会，県教育委員会など関係機

関と適切な役割分担のもとで連携を図りながら，４つの基本的方向性に沿った施策を展開し，

計画的な職業能力開発を推進します。 

各施策の取組状況や事業実績，数値目標の達成状況について，宮城県職業能力開発審議会を

活用しながら，ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を行います。 

また，本計画を推進することにより，2015 年に国際連合で採択された持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals:ＳＤＧｓ）の達成にもつながります。 

 

           

 

◆課題 

富県宮城を支える県内産業の持続的な成長を促進するためには，地域のニーズを反映さ

せた産業人材の育成・確保を図る必要があります。 

 

◆基本的方向性１ 

    「県内産業の持続的な成長を支える産業人材の育成」 

施策１ 地域産業を支える人材の育成・確保 

施策２ 地域のニーズを踏まえた公的職業訓練等の実施 

施策３ 企業・業界団体等における人材育成の支援 

 

 

 

◆課題 

デジタル化の進展や技術の急速な進歩，普及に対応できる専門性や創造性などを持つ産

業人材を育成する必要があります。 

 

   ◆基本的方向性２ 

    「時代や環境変化に対応できる産業人材の育成」 

施策１ 時代や環境変化に対応できる人材の育成 

施策２ 新たな技術革新等に対応できる人材の育成 
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◆課題 

少子高齢化の進展による生産年齢人口の減少や労働市場の不確実性の高まり，職業人生の

長期化等を踏まえ，多様な人材が活躍できるよう，職業能力開発を進めるとともに就職支援

に取り組む必要があります。 

 

   ◆基本的方向性３ 

    「県民一人ひとりが活躍できる職業能力開発の充実」 

施策１ 非正規雇用労働者の職業能力開発 

施策２ 女性の職業能力開発 

施策３ 若者の職業能力開発 

施策４ 中高年齢者の職業能力開発 

施策５ 障害者の職業能力開発 

施策６ 外国人労働者，就職氷河期世代等への支援 

    

 

 

 

 

◆課題 

熟練技能者の高齢化や若者のものづくり離れがみられる中，長年培われた技術・技能を若

者に継承していくことや技能者の意欲向上のため，技能の振興を図る必要があります。 

 

   ◆基本的方向性４ 

    「技能の継承と振興」 

施策１ 技能の評価と卓越した技術・技能継承の支援 

施策２ 技能尊重気運の醸成 
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基本的方向性１ 県内産業の持続的な成長を支える産業人材の育成               

 

「富県宮城」の実現に向け，県内産業の持続的な成長を促進するためには，高等技術専門校な

どの職業能力開発機関において，企業の人材ニーズに応じた，ものづくり産業の生産現場を支え

る人材の育成を推進していくほか，産学官の密接な連携と協力による人材育成施策に取り組ん

でいく必要があります。 

また，職種による労働力需給のミスマッチが見られるととともに，新規学卒者の３年以内離職

率の高止まりや大学生の就職先として半数以上が県外に流出していることから，県内企業の人

材確保を図るためには，次代を担う学生を対象とした県内産業や企業の認知度を高める取組や，

早期離職防止に向けたキャリア形成支援等を充実していく必要があります。 

く 

施策１ 地域産業を支える人材の育成・確保 

 

 

 

 

① 新規学卒者の離職率が高止まりしていることから，児童・生徒それぞれの発達段階に

応じた社会人との対話によるキャリア教育の推進やインターンシップの実施などを通じ

て，明確な職業観・勤労観を醸成するとともに，地域において，若者同士の繋がり（地

域同期）を形成することにより，若者の早期離職の防止を図ります。く 

く 

② ものづくり産業の理解促進や人材確保，労働力需給のミスマッチ解消を図るため，も

のづくり体験や企業・工場見学会の実施，製造業認知度向上動画，広報誌の作成・配布

など，ものづくり産業の認知度向上や魅力の発信に取り組みます。 

く 

③ みやぎ若年者就職支援センター（以下「みやぎジョブカフェ」という。）において，

若年求職者等へのキャリアコンサルティング，就職支援セミナーや合同企業説明会を企

画・実施するとともに，職業訓練等の情報提供や職業紹介をワンストップで提供するほ

か，高校生等を対象としたキャリア教育セミナー等の実施により，若年者の県内企業へ

の就職を支援します。 

く 

④ みやぎ人財活躍応援センター（以下「みやぎシゴトサポーター」という。）におい

て，求職者指導の専門家（キャリアコンサルタント）による就職相談や，企業訪問担当

者（企業採用コンシェルジュ）による企業向けの採用戦略・定着支援の助言を行うな

ど，就職に至るまでの幅広い支援を行います。 

【目標】 

労働力需給のミスマッチの解消や県内企業の人材確保を図るため，県内の産業や企業

の認知度向上，新規学卒者等への県内就職の促進に取り組みます。 

また，早期離職の防止に向けたキャリア形成支援等の充実に取り組みます。 
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⑤ 「地学地就」コーディネーターが企業訪問で収集した企業・求人情報を学校につなぐ

ことで，生徒の希望する企業とのマッチングを図り，ものづくり産業などへの就職を支

援するほか，学生の要望について企業へフィードバックを行います。また，早期離職者

については，関係機関等と連携し，再就職を支援する取組を推進します。 

 

施策２ 地域のニーズを踏まえた公的職業訓練等の実施 

 

 

 

 

 

 

① ものづくり産業の生産現場を支える人材育成のため，高等技術専門校や東北職業能力

開発大学校，宮城職業能力開発促進センター，宮城労働局，ハローワークなどの，関係

機関との連携を強化します。 

 

② 高等技術専門校において，企業や業界団体に対して聞き取りを実施するなど，産業界

や企業の先進技術の動向及び人材育成ニーズを把握することにより，地域のニーズを踏

まえた職業訓練を実施し，新たな技術革新等に対応できる人材育成に取り組みます。 

   

③ 新型コロナウイルス感染症拡大による雇用情勢の悪化に対応するため，地域の求人・

求職状況や求職者の訓練ニーズを踏まえ，離職者等再就職訓練において，雇用吸収力が

あり人材が不足している介護分野などの訓練コースを設定し，就職支援に取り組みま

す。 

 

④ 高等技術専門校の全ての訓練科において，オンラインを活用した訓練が円滑に実施で

きるようハード・ソフトの環境整備に取り組みます。 

 

⑤ 高等技術専門校の再編では，新設校の令和 10年 4 月開校に向け，ＩＣＴやＩｏＴ等

の進展や技術革新に対応した施設の整備を進めるなど，ＩＴや新たな技術を活用した職

業訓練等を推進します。 

 

 

 

【目標】 

 地域のニーズを踏まえた公的職業訓練に取り組みます。 

また，宮城県立高等技術専門校再編整備基本計画に基づき，職業訓練等を推進しま

す。 

地域のニーズに対応した訓練の実施に向けて準備を進めます。 
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施策３ 企業・業界団体等における人材育成の支援  

 

 

 

 

 

 

成 

① 高等技術専門校，東北職業能力開発大学校や宮城職業能力開発促進センターにおい

て，中小企業の在職者等を対象に新技術等に対応した技能や知識を習得するため，レデ

ィメイド型やオーダーメイド型の在職者訓練を実施します。 

成 

② 高等技術専門校において，企業の新入社員教育の一環として在職者訓練を実施し，企

業における人材育成の負担軽減を図るとともに，基本的な技能を習得させることによ

り，企業の人材育成を支援します。 

成 

③ 産学官の人材育成関係機関で構成される「みやぎ産業人材育成プラットフォーム」を

通じ，参画している機関が取り組むリスキリング（スキルの再習得）やリカレント（再

教育）等による多様な人材育成施策の展開を支援します。 
成 

④ 工業系高校の生徒及び教員の技術・技能の向上を図るため，企業や業界団体等の熟練

技能者による実践的な指導や現場実習等の機会（クラフトマン２１）を提供することに

より，県内産業を支える人材の育成・確保に取り組みます。 

成 

⑤ 民間の認定職業訓練施設に対し，運営等に要する費用を支援することで，労働者の職

業訓練機会の確保及び技能の質の向上に取り組みます。 

成 

⑥ 高等技術専門校，県人材開発センターや県職業能力開発協会の設備を活用し，企業や

業界団体等が行う各種講習会や研修会等の開催を支援します。 
成 

⑦ 県職業能力開発協会と緊密に協力・連携し，技能検定試験講習会，ビジネスキャリア

検定試験等の各種研修会の実施等を通して，企業や業界団体等における技能の習得等の

人材育成を支援します。  

 

   

指標項目 現状値 目標値（令和7年度）

リスキリング・リカレントを目的としたプログラム件数
59件

(令和２年度）
63件

高校生の県内製造業就職率
33.7%

(令和元年度）
36%

【目標】 

企業や業界団体における人材育成に対する支援やニーズの変化に対応した職業能力

開発の機会を提供するとともに，在職者訓練や認定職業訓練等の訓練内容の質的向上

に取り組みます。 

また，県職業能力開発協会や産学官との連携を図りながら，県内産業の持続的な成長

を支える人材育成に取り組みます。 
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 基本的方向性２ 時代や環境変化に対応できる産業人材の育成                  

 

 新型コロナウイルス感染症の影響の下，社会全体のＤＸが加速化するものとみられ，

Society5.0 の実現に向けた経済社会の構造改革が進展していることから，デジタル化の進展や

今後の技術の急速な進歩，普及に対応できる専門性や創造性などを持つ産業人材を育成し，もの

づくり産業などにおける生産性向上や人手不足解消を図る必要があります。 

また，職業能力開発機関における多様な訓練メニューの設定のほか，リスキリング（スキルの

再習得）やリカレント（再教育）によるＡＩ・ＩｏＴ等の実践的スキルを身につけられるよう，

訓練の充実を図る必要があります。 

 

施策１ 時代や環境変化に対応できる人材の育成 

 

 

   

   

   

① 各産業分野において，先端デジタル技術を自社の業務に応用できる人材育成を行うと

ともに，企業のＡＩ・ＩｏＴ導入のため，経営層向けの研修等の実施などにより，経営

層の理解促進に努めます。 

 

② ＩＴ技術者への就職転換希望者等を対象に，第四次産業革命に向けて，スキル転換教

育による新たなデジタルビジネスの担い手となる高度技術者を育成します。 

 

③ 市場規模が拡大傾向にあるインターネットによる電子商取引など，企業の事業展開等

で活躍できるＩＴ人材の育成に取り組みます。 

 

④ 県内企業や関係機関へのヒアリング等を踏まえ，業界が求めるＩＴ人材像を把握する

とともに，高等技術専門校や東北職業能力開発大学校において，将来的に企業の現場に

おけるグループリーダーとなって活躍できるようプログラミングなどのＩＴスキルや資

格の習得が可能な訓練を実施します。 

 

⑤ デジタル化の進展に対応するため，企業が求めるＩＴスキルに対応した離職者等再就

職訓練等においてコースの新設やオンライン訓練の実施など，より業界のニーズに合っ

た訓練を実施します。 

 

 

【目標】 

社会の急速なＤＸの加速化を踏まえ，デジタル化の進展に対応できる人材育成に取り

組みます。 
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施策２ 新たな技術革新等に対応できる人材の育成 

 

 

 

 

 

 

① 高等技術専門校において，ＩＣＴやＩｏＴ等に対応した訓練を行うため，計画的な研

修の実施による職業訓練指導員のスキル向上等に取り組みます。また，先進技術の訓練

を行うため，民間講師の活用を図ります。 

 

② 高等技術専門校において，企業や業界団体に対して聞き取りを実施するなど，産業界

や企業の先進技術の動向及び人材育成ニーズを把握することにより，新技術にも対応で

きる実践的な技術者の育成に取り組みます。 

 

③ 職業能力開発機関等において，離職者等再就職訓練や在職者訓練等により，リスキリ

ング（スキルの再習得）やリカレント（再教育）の機会を提供する取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標項目 現状値 目標値（令和７年度）

離職者等再就職訓練（ＩＴ）受講者数
539人

(令和元年度）
590人

訓練指導員研修受講者数
26人

(令和元年度）
31人

【目標】 

 新たなＩＣＴ等の技術を活用できる人材の育成に取り組みます。 

また，リスキリング（スキルの再習得）やリカレント（再教育）の機会を提供し，新

たな技術革新等に対応できる人材の育成に取り組みます。 
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 基本的方向性３ 県民一人ひとりが活躍できる職業能力開発の充実                  

 

 少子高齢化等による生産年齢人口の減少が進む中で，労働市場の不確実性の高まりや職業人

生の長期化等を踏まえ，一人ひとりの希望や能力，価値観等に応じた多様な働き方の選択ができ，

誰もが活躍できるよう職業能力開発を行う必要があります。 

このため，非正規雇用労働者，女性，若者，中高年齢者，障害者，外国人労働者，就職氷河期

世代等の多様な人材が活躍できるよう，個々の特性やニーズに応じた職業能力開発の提供や，働

き方の多様化により生じる求職・求人双方のニーズに対し，関係機関による幅広い連携の下，一

人ひとりの状況に応じた丁寧かつきめ細かな就職支援に取り組む必要があります。 

 

施策１ 非正規雇用労働者の職業能力開発 

 

 

 

 

 

① ものづくり産業の人材が不足している中，正規雇用を希望しながらも不安定な就労形

態にある非正規雇用労働者や離転職者等に対して，安定就労に向けたキャリア形成支援

セミナーや職業訓練，就職支援に一体的に取り組むことにより，正規雇用への転換を図

ります。 

 

② 離職者等再就職訓練や求職者支援訓練により，正規雇用に向けた職業能力開発や就職

支援に取り組みます。 

 

③ みやぎジョブカフェやみやぎシゴトサポーターにおいて，関係機関との連携の下，非

正規雇用労働者の職業能力開発や就職支援に取り組みます。 

   

施策２ 女性の職業能力開発 

 

 

 

 

 

① 離職者等再就職訓練において，育児や介護中の女性も受講しやすい，短期間・短時間

の訓練コースの設定や託児サービス，オンラインの活用に取り組みます。 

 

【目標】 

 女性の更なる活躍の推進に向けて，女性の多様な課題やニーズを捉えた職業訓練と就職

支援に取り組みます。 

 

【目標】 

 不安定な就労形態にある非正規雇用労働者の正規雇用への転換に向けた職業訓練と

就職支援に取り組みます。 
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② 令和10年4月に新設する高等技術専門校の開校に向け，新たな訓練科の検討や育児等

に配慮した施設の整備により，女性の入校者を増やす取り組みを進めます。また，働く

女性のニーズを踏まえた在職者訓練の実施など，女性のスキルアップを支援します。 

 

③ マザーズハローワーク青葉やみやぎジョブカフェ，みやぎシゴトサポーターなどの関

係機関との連携の下，女性の職業能力開発や就職支援に取り組みます。 

 

施策３ 若者の職業能力開発 

 

 

 

 

① 高等技術専門校において，富県躍進を担う産業界の需要に応える人材を育成するた

め，訓練内容の充実を図ります。 

また，入校生の確保にあたっては，関係機関等の協力を得ながら，ホームページや広

報誌，ＳＮＳのほか，高校訪問，オープンキャンパス，インターンシップや体験イベン

ト等の様々な機会を通じて，高等技術専門校の魅力について情報発信する等，積極的な

ＰＲ活動に取り組みます。 

 

② 産学官の人材育成関係機関で構成される「みやぎ産業人材育成プラットフォーム」を

通じ，参画している機関が取り組むリスキリング（スキルの再習得）やリカレント（再

教育）等による多様な人材育成施策の展開を支援します。 

 

③ 関係機関と連携し，児童・生徒それぞれの発達段階に応じた社会人との対話によるキ

ャリア教育の推進や若者同士のつながりの形成，インターンシップの実施などにより，

明確な職業観・勤労観の醸成に取り組みます。 

また，若者に対して企業の認知度向上やものづくり産業の魅力をＰＲする取り組みを

実施し，県内企業への就職を支援します。 

 

④ 工業系高校の生徒及び教員の技術・技能の向上を図るため，企業や業界団体等の熟練

技能者による実践的な指導や現場実習等の機会（クラフトマン２１）の提供により，若

者の職業能力開発に取り組みます。 

 

⑤ 高等技術専門校や自動車整備専門学校で学ぶ学生の技能習得意欲の増進と技術水準の

向上等を図るとともに，自動車整備士の人材確保を目的に，業界団体と連携しながら，

学生を対象とした技能コンクールを実施します。 

【目標】 

県内産業の持続的な成長を支えるものづくり産業において，技術を底上げするリーダー

となり，次代を担う若者の職業訓練と就職支援に取り組みます。 
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⑥ みやぎジョブカフェやみやぎシゴトサポーターにおいて，関係機関との連携の下，若

者の職業能力開発や就職支援に取り組みます。 

  

施策４ 中高年齢者の職業能力開発 

  

 

 

 

① 定年退職後の再就職を見据え，高等技術専門校や宮城職業能力開発促進センターにお

いて，中高年齢者が多様な経験などを活かし，その強みを発揮できるような職業訓練に

取り組みます。 

 

② 高等技術専門校や宮城職業能力開発促進センターにおいて，求職中や不安定な就労形

態にある中高年齢者が正規雇用労働者へ転換できるよう，ニーズに応じた職業訓練を実

施し，中高年齢者に対する職業能力開発を推進します。 

 

③ 離職者等再就職訓練において，キャリア転換を希望する中高年齢者のニーズに応じた

訓練の設定など，その充実に取り組みます。 

 

 ④ みやぎシゴトサポーターにおいて，関係機関との連携の下，中高年齢者の職業能力

開発や就職支援に取り組みます。 

 

施策５ 障害者の職業能力開発 

 

 

 

 

 

① 宮城障害者職業能力開発校において，身体，知的，精神，それぞれの障害者の障害特

性やニーズに応じた訓練を実施するとともに，ハローワークなどの関係機関との連携の

下，障害者一人ひとりの状況に応じた職業能力開発及び新たな就職先の確保など一層の

就職支援に取り組みます。 

  また，入校生の確保にあたっては，関係機関等の協力を得ながら,ホームページや広

報誌，紹介動画のほか，学校訪問，オープンキャンパスや職業訓練見学説明会の開催に

よる認知度向上を図り，積極的なＰＲ活動に取り組みます。 

【目標】 

 障害者の障害特性やニーズに応じた職業訓練と就職支援に取り組みます。 

 また，障害者技能競技大会への参加支援を推進します。 

【目標】 

 職業人生の長期化を踏まえ，中高年齢者が能力を高め，引き続き活躍できるよう，

職業訓練と就職支援に取り組みます。 
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  ② 宮城県障害者技能競技大会の開催や全国障害者技能競技大会への参加を支援し，障害

者の職業能力と意欲の向上を図るとともに，障害者雇用についての理解促進に取り組み

ます。 

 

施策６ 外国人労働者，就職氷河期世代等への支援 

 

 

 

 

 

 

  ① 高等技術専門校において，外国人労働者の技能検定受検に向けた技能や知識を習得す

るための在職者訓練を実施します。 

 

② 県内企業における外国人に対する相談窓口や日本語学習支援など総合的な受入環境の

整備により，県内企業における外国人の定着や活躍の促進に取り組みます。 

 

③ ハローワークなどの関係機関と連携し，外国人の就職支援に取り組みます。 

 

④ 高等技術専門校において，無業者や不安定就労者等を対象として，自分のやりたい仕

事，自分に合う仕事を見つけてもらうために様々な業種の訓練を体験することのできる

訓練コースを新設します。 

 

⑤ 高等技術専門校や東北職業能力開発大学校，宮城職業能力開発促進センターにおいて，

在職者訓練などによる産業人材のリスキリング（スキルの再習得）やリカレント（再教育）

の機会を提供する取組を推進します。 

 

⑥ みやぎジョブカフェやみやぎシゴトサポーターにおいて，一人ひとりの事情に応じた

就職支援や，ハローワークなどの関係機関との幅広い連携の下，就職氷河期世代等の職

業能力開発や就職支援に取り組みます。 

 

 

指標項目 現状値 目標値（令和７年度）

育児等との両立がしやすい離職者等再就職訓練の設定コース数
5コース

(令和元年度）
9コース

離職者等再就職訓練受講者の就職率
78.4%

(令和元年度）
82%

【目標】 

技能実習生等の外国人労働者や不本意ながら不安定な仕事に就いている就職氷河期世

代等，特別な支援を必要とする方に対して，一人ひとりの事情に応じた支援に取り組みま

す。 
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  基本的方向性４ 技能の継承と振興                            

  

ものづくり産業を支える熟練技能者の高齢化や若者のものづくり離れがみられる中，富県宮

城を支える県内産業の持続的な成長のためには，長年培われた優れた技術・技能を若者に継承す

るとともに，技能者の意欲向上のため，技能の振興を図る必要があります。 

また，発達段階に応じたものづくりや技能への興味関心を高める啓発の取組を推進するほか，

職業能力開発に係る表彰や技能検定制度の普及促進を図り，技能の継承を支援する必要があり

ます。 

 

施策１ 技能の評価と卓越した技術・技能継承の支援 

 

 

 

 

 

 

① 企業の人材育成における技能検定の活用と技能の客観的な評価制度の導入など，技能

の継承と振興をはじめとした職業能力開発全般について，県職業能力開発協会と連携

し，積極的な情報発信に取り組みます。 

 

② 県職業能力開発協会が行う「ものづくりマイスター」の高等学校や中小企業への派遣

により，ものづくりの高度な技能と経験を有した技能者からの指導を通じて，高校生の

意欲向上や企業内において新技術を利活用できる技術者の育成を支援します。 

 

③ 民間の認定職業訓練施設に対し，運営等に要する費用を支援することで労働者の職業

訓練機会の確保及び技能の質の向上に取り組むことにより企業等における技能の継承を

支援します。 

 

④ 高等技術専門校や自動車整備専門学校で学ぶ学生の技能習得意欲の増進と技術水準の

向上等を図るとともに，自動車整備士の人材確保を目的に，業界団体と連携しながら，

学生を対象とした技能コンクールを実施します。 

 

⑤ 企業や業界団体等の熟練技能者による実践的な指導や現場実習等の機会（クラフトマ

ン２１）の提供により，若者への技術・技能の継承を支援します。 

 

 

【目標】 

 技能検定による技能の客観的評価，技能習得の動機付けの推進を図るとともに，もの

づくりマイスター等の活用による熟練・卓越した技術・技能の継承の支援に取り組みま

す。 
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施策２ 技能尊重気運の醸成 

 

 

 

 

 

 

 

① 宮城名工会が主催し，宮城県卓越技能者（宮城の名工）が直接技能指導する「ものづ

くり教室」など，民間団体が行っている若年者の育成を目的とする取組を支援します。 

 

② 卓越した技能者及び優秀な技能者や事業所に対して職業能力開発に係る表彰を行うこ

とにより，技能者の意欲の向上を図るとともに，技能に対する県民の理解を深めるな

ど，技能尊重気運の醸成に取り組みます。 

 

③ ものづくり産業の技能に対する理解促進を図るため，ものづくり体験や企業・工場見

学会の実施，製造業認知度向上動画，技能検定ＮＥＷＳ等広報誌の作成・配布など，も

のづくり産業や技能の魅力の発信に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標項目 現状値 目標値（令和７年度）

技能検定申請者数
2,571人

（令和元年度）
2,600人

【目標】 

 学校教育段階から，ものづくり産業や技能に触れる機会を創出し，ものづくり産業へ

の理解促進と技能に対する興味関心の向上に取り組みます。 

ものづくり産業における熟練技能や卓越した技術について表彰するとともに,特に若

年者へ情報発信することを通して技能尊重気運の醸成に取り組みます。 
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